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大学院学生の教育実習履修に関する細則 

 

平成２９年 ４ 月１４日 

細則第   ９   号 

改正 平成３１年 ３ 月２７日細則第 ８ 号 

令和 ４ 年 ３ 月 ９ 日細則第 ３ 号 

令和 ８ 年 ２ 月２７日細則第 ６ 号 

 （趣旨） 

第１条 この細則は，鳴門教育大学大学院学校教育研究科履修規程（平成１６年規程第５

２号）第６条第４項の規定に基づき，大学院学校教育研究科の学生（学校教員養成プロ

グラム受講者及び資格取得プログラム受講者を除く。）（以下「大学院学生」という。）

の鳴門教育大学学校教育学部の教育実習科目の履修に関し必要な事項を定める。 

 （主免教育実習） 

第２条 大学院学生の学校教育学部の「主免教育実習」の受講資格は，第２年次の８月２

０日までに，取得しようとする教育職員免許状の種類により教育職員免許法（昭和２４

年法律第１４７号。以下「免許法」という。）別表第一（第５条，第５条の２関係）に

規定する単位のうち，｢教育実習｣を除く次の表に定める単位を修得した者（修得見込み

の者を含む。）で，「ふれあい実習・附属校園観察実習」の単位を修得しており，かつ，

「主免教育実習事前事後指導」を履修中の者とし，教務委員会において受講者を決定す

るものとする。この場合において，免許法施行規則（昭和２９年文部省令第２６号）第

２条第１項表備考第１１号から１３号及び第３条第１項表備考第６号の規定に基づき，

教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者については，それぞれの科目の単位数

を修得単位として扱うものとする。 

必要単位数 

 

免許状の種類 

区分別 

合計 備考 
第２欄 

第３欄～ 

第６欄 

幼稚園教諭 

 

一種免許状 １６ ２９ ４５ 区分別単位数を修得 

たうえで，第２欄～ 

６欄から合計欄記載 

位数を修得している 

 と。  

 

 

二種免許状 １２ １３ ２５ 

小学校教諭 

 

一種免許状 ３０ ２３ ５３ 

二種免許状 １６ １５ ３１ 

中学校教諭 

 

一種免許状 ２８ ２５ ５３ 

二種免許状 １２ １７ ２９ 

高等学校教諭 一種免許状 ２４ ３１ ５５ 

  備考 上表「第２欄」～「第６欄」は，免許法施行規則第２条表，第３条表及び第４

条表に規定する科目区分をいう。 

 （特別支援教育実習） 

第３条 大学院学生の学校教育学部の「特別支援教育実習」の受講資格は，原則として特

別支援教育コース所属の大学院学生で，第２年次の８月２０日までにおいて，小学校，

中学校，高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を取得している者（取得見込みの者を



- 2 - 
 

含む。）で，免許法別表第一（第５条，第５条の２関係）に規定する特別支援教育に関

する科目の単位のうち，特別支援教育に関する科目の中から，１２単位以上を修得した

者とする。 

   附 則 

１ この細則は，平成２９年４月１４日から施行する。 

２ 大学院学生の教育実習履修に関する申合せ（平成１７年４月１５日学校教育学部教務

委員会）は，施行日をもって廃止する。 

   附 則 

１ この細則は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度以前に入学した者は，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

１ この細則は，令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度以前に入学した者は，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

   附 則 

 この細則は，令和８年４月１日から施行する。 


